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(4) 相続税の計算

取得財産の価額から債務及び葬儀費用を控除した金額に、3年以内

の生前贈与の価額を加算して課税価格の合計額を算出します。なお、

令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以降の贈与については、生

前贈与の加算期間を相続開始前3年以内から段階的に延長し、最終的

に7年以内へ延長することとなりました。また、延長された4年間に受

けた贈与については、贈与財産の価額から100万円を控除した残額が

相続財産への持戻しの対象となります。

〇相続税の課税価格の計算

次に、課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を差し引いた課

税遺産総額に基づいて、相続税の総額を計算します。課税遺産総額を

各法定相続人の法定相続分で按分した金額に相続税率を乗じて算出し

た金額を合計したものが相続税の総額となります。

〇相続税の総額の計算

各相続人等の取得財産の割合に応じて相続税の総額を按分し、各相

続人等の負担する税額を計算します。そして、そこから軽減額や諸控
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除額を差し引き、各相続人等の納付すべき税額を計算することになり

ます。

〇各相続人等の税額の計算

〇相続税の速算表

区 分 税 率 控除額

1,000万円以下 10％ ―

3,000万円以下 15％ 50万円

5,000万円以下 20％ 200万円

1 億 円 以 下 30％ 700万円

2 億 円 以 下 40％ 1,700万円

3 億 円 以 下 45％ 2,700万円

6 億 円 以 下 50％ 4,200万円

6 億 円 超 55％ 7,200万円

２ 相続人等の譲渡所得税

(1) 譲渡所得の基因となる財産の換価がある場合

相続又は遺贈により取得した財産に土地、建物、株式等の譲渡所得

の基因となる資産が含まれている場合で、相続人や受遺者がその財産

を換価した場合は、値上がり益に対して譲渡所得税が課税されます。
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第１ 遺言一般

１ 財産を相続人に全て相続させることとする遺言

Case

第〇条 遺言者が有する全ての財産を相続人Ａに相続させる。

〔財産の内訳〕

・土地（相続税評価額1億円）

・預貯金（3,000万円）

・借入金債務（2,900万円）

・葬儀費用（100万円）

〔財産の取得者〕

・Ａ（相続人・居住無制限納税義務者）…1億円

（1億円 ＋ 3,000万円 − 2,900万円 − 100万円）

・相続人はＡを含め2名

チェックポイント

（相続税）

□相続人Ａは相続した全財産の価額に対応する相続税を負担

します。

□取得財産の価額から債務及び葬儀費用の金額を控除して算

出した課税価格の合計額から、基礎控除額を控除した金額が

課税遺産総額となります。

（所得税（譲渡所得））

□相続した財産に相続税が課されるため、相続財産そのものに
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対する所得税の課税はありません。本ケースの場合、相続人

Ａは全財産を換価せずに取得しているため、譲渡所得税の課

税はありません。

解 説

本ケースは全財産を1人の相続人に相続させることとする遺言です。

最高裁平成21年3月24日判決（判時2041・45）において、「相続人のうちの

1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合には、遺言

の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意

思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り、相続人間

においては当該相続人が相続債務もすべて承継したと解され」とある

ことから、相続債務についても相続人Ａが全て承継したと解するもの

と考えられます。

なお、債権者側は、Ａを含めた2名の相続人に対して、相続分に応じ

た債務の履行を求める権利を行使することができます（民902の2）。

＜課税関係＞

１ 相続税

(1) 相続税が課される財産

被相続人が亡くなった時点において所有していた財産（土地、建物、

株式や公社債などの有価証券、預貯金、現金などのほか、金銭に見積

もることができる全ての財産）が相続税の課税対象となります。また、

日本国内に所在する財産のほか、日本国外に所在する財産も相続税の

課税対象となります。

(2) 相続税の納税義務者と課税範囲

相続又は遺贈により財産を取得した個人は相続税を納める義務があ

ります（相税1の3）。
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第２ 代償分割・換価分割をする遺産分割協議

45 相続人の1人が現物財産を相続し、その相続人から他の

相続人に代償金を支払うこととする遺産分割協議

Case

第〇条 共同相続人Ａ及びＢは、別紙財産目録記載の財産が被相

続人甲（令和〇年〇月〇日死亡）の遺産であることを確認する。

第〇条 Ａは、別紙財産目録記載1の土地を取得する。

第〇条 Ａ及びＢは、別紙財産目録記載2の預貯金を2分の1ずつ

取得する。

第〇条 Ａは、遺産取得の代償として金5,000万円をＢに対して

支払う。

（別紙財産目録 省略）

〔財産の内訳〕

・土地（相続税評価額1億円、代償分割時の時価1億円）

・預貯金（3,000万円）

チェックポイント

（相続税）

□相続人Ａは、取得した土地及び預貯金の価額から相続人Ｂに

対して交付した代償財産の価額を控除した金額に対応する

相続税を負担します。

□相続人Ｂは、取得した預貯金及び相続人Ａから交付を受けた

代償財産の価額の合計額に対応する相続税を負担します。
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62 遺産分割協議で設定した配偶者居住権を解除することの

合意

Case

�遺産分割の内容�

第〇条 共同相続人Ａ及びＢは、別紙財産目録記載の財産が被相

続人甲（令和〇年〇月〇日死亡）の遺産であることを確認する。

第〇条 相続人Ｂは、別紙財産目録記載1の被相続人甲の自宅建

物及び土地を取得する。

第〇条 相続人Ａは、前条記載の建物につき配偶者居住権を取得

し、相続人Ｂにこの設定登記を備えさせる。

（別紙財産目録 省略）

�合意書の内容�

第〇条 配偶者Ａ及び子Ｂは、〇年〇月〇日限り、Ａの別紙記載

の配偶者居住権の設定を合意により解除することとする。

第〇条 前条の解除に伴い、ＢはＡに対し、配偶者居住権消滅に

係る対価として金2,500万円の支払義務があることを確認する。

（別紙 省略）

〔財産の内訳〕

・配偶者居住権（相続税評価額1,500万円、消滅時の価額1,000

万円）

・敷地利用権（相続税評価額2,000万円、消滅時の価額1,500万

円）

・建物（配偶者居住権控除後の相続税評価額2,500万円）

・土地（敷地利用権控除後の相続税評価額3,500万円）
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